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➢ 基本交渉で示した通り、今回からこのように

提示している。 

➢ 要員は確保されている。最近はコロナ感染拡

大で自宅待機等が増えており、休日出勤への

協力に感謝する。新規の養成数も含め、年間

を通して状況は見ている。 

➢ 今後も標準数での提示を求める。 

➢ 毎月休日出勤が多発しており、これはコロナ

罹患や濃厚接触者が増加する以前からの問

題であるとの認識である。必要な要員は確保

されているのか？ 

１．中野電車区の標準数を明らかにすること。 

２．中野電車区における、乗務員の業務等の見直しの変更点及び乗務員の労働時間の算定に向けた再実測

の変更点について、以下の通り明らかにすること。 

（１）徒歩時間 

 ①各駅の詰所から乗継箇所  ②各本区から乗継箇所（準備・整理） 

（２）入出区における時間 

➢ 全ての時分において、再実測、見直しを実施

している。 

➢ 必要な時間は確保していく考えである。 

➢ 具体的にはどの箇所を変更しているのか？ 

➢ 駅改良工事などでさらなる変更も想定され

るが、ゆとりをもった時間を確保すること。 

回答：現業機関での柔軟な働き方の推進の趣旨を踏まえ、現業機関における業務量については、年間を通

した平均的な業務量の基準として、「変形等」「交代」「乗務員」の 1 日当りの出面数（作業ダイヤ数）を

「管理・一般」に分けて示すこととした。 

回答：安全・安定輸送を確保しつつ、働きやすさの向上を図りながら見直しを行うものである。なお、必要な

労働時間は確保していく考えである。 
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回答：必要な折返し時分は確保している。なお、引き続き状況は把握していく。 

回答：列車ダイヤの設定は、お客さまのご利用状況や車両運用、設備条件等を考慮して作成している。 

➢ 肌感覚として車内のごみは増えている。ウィ

ズコロナとなり今後さらに人出が増えれば、

現状の折り返し時間で清掃ができるかとい

う懸念がある。 

➢ 我々としては快適な車内空間を提供したい

ということが原点である。目につくごみなど

は拾えるが、毛埃や床汚れなどは拭き掃除が

必要である。 

➢ 翌日運用の入区時間について、ダイヤ改正後

では現行より遅くなっているのは何故か？ 

➢ 検証交渉で水道橋行きとする案も示した。工

事に伴う留置変更などは、現在の中野疎開と

同様、変行路の対応もできると考える。また、

中野や三鷹で清掃後、水道橋へ回送するなど

の対応も検討してはどうか。 

➢ 現在は遅れが常態化するまでには至ってい

ない。引き続き実態は把握し、必要があれば

折返し時分も含めて検討する考えである。 

➢ 支社としても現状がベストであるとは考え

ていない。折返し清掃では拭き掃除まではで

きない。どうするのが最善かは引き続き調整

していく。 

➢ 途中入区も検討したが、入区本数や車両運用

の兼ね合いから、このようになった。解決策

はさまざまな角度から検討している。 

➢ 泊地での睡眠時間や、き電停止時刻などを検

討した結果、現行通り御茶ノ水行きとしてい

る。回送列車の設定や、留置変更の変行路対

応は保守間合い確保や、変行路の施行頻度な

ども課題となる。 

５．前日の車内清掃時間が確保されないことから全日５１行路、回４６０B の入区時間を午前１０時までとす

ること。 

回答：現時点で、水道橋駅で車内清掃を実施する計画はない。 

４．快適な車内環境を提供するため水道橋駅での車内清掃時間を確保すること。 

３．全日８７行路、回２４５９B は御茶ノ水駅での清掃時間が１２分しかないので適切な清掃を行うため清掃

時間を確保すること。 
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６．以下の行路において担当列車を変更すること。 
【平日】 

①４行路の便乗４４３Ｂを便乗４８１Ｂに変更すること。 

②５３行路７３７Ｙ～便乗９４６Ｙと１１１行路８７３Ｙ～９４６Ｙの持ち替えをすること。 

③５６行路１３３７Ｙ～１５３４Ｙは６１行路が担当とすること。 

④６２行路６３０Ｂ～８３９Ｂを１０行路が担当し、１０行路の５３７Ｙ～８０１Ｃを９行路が担当、９行路の４８７Ｙ～１０３４Ｙ

を６２行路が担当とすること。 

⑤７０行路５５７Ｂ～８３３Ｂと７１行路６３９Ｂ～９５９Ｂの持ち替えを行うこと。 

【休日】 

①１９行路１３６２Ｂ～１６３６Ｂと５４行路１３４４Ｂ～１５３７Ｂの持ち替えをすること。 

②２１行路１３７８Ｂ～１６６９Ｂと５５行路１２２３Ｙ～１６６２Ｙの持ち替えをすること。 

③２２行路１２０９Ｂ～１６１９Ｂと２６行路１２４５Ｂ～１６２７Ｂの持ち替えをすること。 

④２５行路１４５８Ｂ～１８０２Ｃと６０行路１５０８Ｃ～１８０４Ｃの持ち替えをすること。 

⑤３０行路１７６８Ｂ～１８６９Ｂと３２行路１６１７Ｙ～１９２２Ａの持ち替えをすること。 

⑥３３行路１３９１Ｂ～便乗２０５８Ｂを３４行路が担当とし、３４行路１４０９Ｃ、１８３７Ｂ～１９２２Ｂを３３行路が担当、３４

行路１５９０Ｂ～１８１２Ｂを６２行路が担当とし、６２行路１５０４Ｃ～１７４７Ｂを３３行路の担当とすること。 

 
回答：列車ダイヤの設定や効率的な運用を勘案し、行路を作成している。 

➢ この持ち替え案は可能か？ 

➢ 早朝、三鷹で待機時間が長い行路があり、不

要な待機時間を作らないという観点もある。 

➢ 考え方としては可能である。 

➢ 早朝の三鷹待機については、便乗人数も踏ま

えて分散させた経緯がある。区所へ確認し調

整を行った。 

回答：引き続き、関係箇所と調整しながらダイヤ改正作業を進めていく考えである。 

７．平日の行路番号を出勤時間順にするため以下の通り変更すること。 

①４行路を５行路に  ②５行路を４行路に  ③９行路を１０行路に  ④１０行路を９行路に   

⑤５４行路を５３行路に ⑥５５行路を５４行路に ⑦６１行路を５５行路に ⑧５３行路を５６行路に 

⑨６０行路を５８行路に ⑩６２行路を５９行路に ⑪５８行路を６０行路に ⑫６３行路を６１行路に 

⑬６５行路を６２行路に ⑭５９行路を６３行路に ⑮８１行路を６４行路に ⑯６９行路を６５行路に 

⑰７３行路を６７行路に ⑱７４行路を６８行路に ⑲７７行路を６９行路に ⑳７２行路を７０行路に 

㉑６８行路を７１行路に ㉒７１行路を７２行路に ㉓７６行路を７３行路に ㉔８０行路を７４行路に 

㉕５６行路を７５行路に ㉖７５行路を７６行路に ㉗８８行路を７７行路に ㉘６４行路を７８行路に 

㉙７０行路を７９行路に ㉚７９行路を８０行路に ㉛６７行路を８１行路に ㉜８４行路を８２行路に 

㉝８５行路を８３行路に ㉞８２行路を８４行路に ㉟８７行路を８５行路に ㊱８９行路を８６行路に 

㊲７８行路を８７行路に ㊳８６行路を８８行路に ㊴８３行路を８９行路に 
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➢ 今回、平日の出勤時間に大きくばらつきが出

ていたが、平日ダイヤを行路作成の基本とす

る考え方は変わらないか？ 

➢ 出勤時間については区所で調整し、なるべく

行路順となるようにしている。基本の考え方

については変わらない。 

8．短時間行路において育児介護勤務 A 勤務者の利用しやすいように平休ともに１１３行路は１０時から１６

時の行路設定とすること。 

回答：短時間行路については、線区ごとの輸送形態や箇所の実態に応じて設定している。 

➢ 育介 A 利用者のニーズに沿って、１０時付

近、早くても９時以降の出勤が望ましいと考

える。また、勤務逼迫の一因となるので、必

要以上に短時間行路を設定しないこと。 

➢ 短時間行路設定の目的からすると、兼務や当

務主務の乗務もある。出された意見は引き続

き取り入れて検討していく。 

９．運転士の新規養成については教導運転士、指導担当の泊地手配や通常業務の負担を解消するため養成

については年１回とすること。また養成者数については配慮を行うこと。 

回答：必要な要員は確保していく考えである。 

➢ 見習いの延伸者が増えている実態がある中

で、区所での養成数の増加、年２回養成など

が示されている。指導も乗務することが多く

なり、添乗機会の減少や訓練補助ができない

などの支障が出ている。養成やフォローに関

する考え方を示すこと。 

➢ 養成人数は区所の需給バランスや、区所の特

情なども踏まえて検討をすすめている。養成

に関係するグループでも打ち合わせを行っ

ており、年間の養成回数は、現場へのヒアリ

ングなどを行い検討していく。 
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１．２０２１年３月ダイヤ改正の検証を求めている設備の改善については今後とも関係支社と連絡を取り継

続すること。 

回答：必要な設備の整備は行っていく考えである。なお、他支社の設備については、関係箇所に伝えてい

く。 

➢ 原因不明の体調不良が続いている。トイレを

気にして水分補給や食事を控えるといった

こともあるので、トイレ増設については引き

続き検討を求める。 

➢ 具体的な個所も案を出していただいたので、

関係支社には引き続き声を上げていく。現場

の指導担当からも具体的に声を上げていっ

てほしい。 

✓

✓

１．中央総武緩行線及び東京メトロ東西線の車両の修繕についての進行状況を明らかにすること。 

回答：車両修繕については、これまでと同様に迅速に対応していく考えである。 

➢ 検証交渉で出された、代替品の検討やモック

アップによるテストの進捗状況はどうなっ

ているのか？ 

➢ 前灯の球切れが多発している。LED 化など

は検討していないのか？ 

➢ メーカーの部品枯渇などで修繕できない装

置などがある。更新を打診されるものもある

が、現状も踏まえて検討している。直せるも

のはすぐに直すことは変わらない。 

➢ 現状は計画していないが、検討材料である。 


